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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　曲とエフェクトの内容が紐付けされた、動画コンテンツのテーマを複数管理し、１日の
うちの複数回ある所定のタイミングのうちの少なくともいずれかのタイミングにおいて複
数のテーマの中から所定のテーマを選択するとともに、静止画が格納されたフォルダを選
択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された前記所定のテーマに紐付けられている曲をBGMとして、
前記選択手段により選択された前記フォルダに格納されている静止画が前記所定のテーマ
に紐付けられている内容のエフェクトが施された形で連続して表示される動画コンテンツ
を作成する作成手段と、
　前記作成手段により作成された前記動画コンテンツを、他の動画コンテンツとともに記
録する記録手段と、
　前記記録手段に記録されている動画コンテンツに関する情報の一覧に表示させる、前記
作成手段により作成された前記動画コンテンツに関する情報として、自動的に作成された
ことを表すアイコンを含む情報を表示させる表示制御手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記選択手段は、前記情報処理装置自身が待機状態にあり、前記所定のタイミングのう
ちのいずれか１回のタイミングにおいて、複数のテーマの中から前記所定のテーマを選択
するとともに、静止画が格納されたフォルダを選択する
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　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記記録手段は、前の日以前に前記作成手段により作成された前記動画コンテンツをあ
らかじめ設定された数だけ記録している場合、前記作成手段により新たに作成された前記
動画コンテンツを、最も古い前記動画コンテンツに上書きして記録させる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　曲とエフェクトの内容が紐付けされた、動画コンテンツのテーマを複数管理し、１日の
うちの複数回ある所定のタイミングのうちの少なくともいずれかのタイミングにおいて複
数のテーマの中から所定のテーマを選択するとともに、静止画が格納されたフォルダを選
択し、
　選択した前記所定のテーマに紐付けられている曲をBGMとして、選択した前記フォルダ
に格納されている静止画が前記所定のテーマに紐付けられている内容のエフェクトが施さ
れた形で連続して表示される動画コンテンツを作成し、
　作成した前記動画コンテンツを、他の動画コンテンツとともに記録し、
　記録している動画コンテンツに関する情報の一覧に表示させる、作成した前記動画コン
テンツに関する情報として、自動的に作成されたことを表すアイコンを含む情報を表示さ
せる
　ステップを含む情報処理方法。
【請求項５】
　曲とエフェクトの内容が紐付けされた、動画コンテンツのテーマを複数管理し、１日の
うちの複数回ある所定のタイミングのうちの少なくともいずれかのタイミングにおいて複
数のテーマの中から所定のテーマを選択するとともに、静止画が格納されたフォルダを選
択し、
　選択した前記所定のテーマに紐付けられている曲をBGMとして、選択した前記フォルダ
に格納されている静止画が前記所定のテーマに紐付けられている内容のエフェクトが施さ
れた形で連続して表示される動画コンテンツを作成し、
　作成した前記動画コンテンツを、他の動画コンテンツとともに記録し、
　記録している動画コンテンツに関する情報の一覧に表示させる、作成した前記動画コン
テンツに関する情報として、自動的に作成されたことを表すアイコンを含む情報を表示さ
せる
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関し、特に、動画コンテ
ンツを自動的に作成したことをユーザに提示することができるようにした情報処理装置、
情報処理方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラで撮影された静止画を扱うことのできる機器の多くには、静止画を１秒
毎などの所定の時間毎に連続して表示させるいわゆるスライドショー機能が搭載されてい
る。これらの機器の中には、スライドショー再生時のBGM(Back Ground Music)となる曲を
、ユーザが好みに応じて選択することができるものもある。
【０００３】
　これにより、ユーザは、１つ１つ静止画を表示させる操作を行うことなく、自動的に順
次表示される静止画を好みの曲を聴きながら見ることができる。
【０００４】
　非特許文献１には、機器に取り込まれた静止画（撮影された静止画）をそのまま表示さ
せるのではなく、各種のエフェクトを施した形で順次表示させる技術が開示されている。
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【非特許文献１】“ドコモムーバP506iC　フォトカクテル”、インターネット＜URL:http
://panasonic.jp/mobile/p506ic/photo/index.html＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したようなスライドショー機能が搭載された機器がハードディスクレコーダなどの
録画機器である場合、メインの機能はあくまで録画機能であり、スライドショー機能はサ
ブ的な機能となるから、ユーザに利用されにくい。スライドショー機能をユーザにつかっ
てもらうためには、その魅力を伝える必要がある。
【０００６】
　仮に、ユーザによる操作によらずに、スライドショー機能によって自動的に作成された
コンテンツがあることが突然、録画済みの番組のコンテンツの情報などとともにコンテン
ツの一覧に表示されていれば、つい、ユーザはそのスライドショーのコンテンツを選択し
、スライドショーを視聴するものと考えられ、これにより、機能の魅力をユーザに伝える
ことができると期待できる。
【０００７】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、動画コンテンツを自動的に作成
したことをユーザに提示することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一側面の情報処理装置は、曲とエフェクトの内容が紐付けされた、動画コンテ
ンツのテーマを複数管理し、１日のうちの複数回ある所定のタイミングのうちの少なくと
もいずれかのタイミングにおいて複数のテーマの中から所定のテーマを選択するとともに
、静止画が格納されたフォルダを選択する選択手段と、前記選択手段により選択された前
記所定のテーマに紐付けられている曲をBGMとして、前記選択手段により選択された前記
フォルダに格納されている静止画が前記所定のテーマに紐付けられている内容のエフェク
トが施された形で連続して表示される動画コンテンツを作成する作成手段と、前記作成手
段により作成された前記動画コンテンツを、他の動画コンテンツとともに記録する記録手
段と、前記記録手段に記録されている動画コンテンツに関する情報の一覧に表示させる、
前記作成手段により作成された前記動画コンテンツに関する情報として、自動的に作成さ
れたことを表すアイコンを含む情報を表示させる表示制御手段とを備える。
【０００９】
　前記選択手段には、前記情報処理装置自身が待機状態にあり、前記所定のタイミングの
うちのいずれか１回のタイミングにおいて、複数のテーマの中から前記所定のテーマを選
択させるとともに、静止画が格納されたフォルダを選択させることができる。
【００１０】
　前記記録手段には、前の日以前に前記作成手段により作成された前記動画コンテンツを
あらかじめ設定された数だけ記録している場合、前記作成手段により新たに作成された前
記動画コンテンツを、最も古い前記動画コンテンツに上書きして記録させることができる
。
【００１１】
　本発明の一側面の情報処理方法またはプログラムは、曲とエフェクトの内容が紐付けさ
れた、動画コンテンツのテーマを複数管理し、１日のうちの複数回ある所定のタイミング
のうちの少なくともいずれかのタイミングにおいて複数のテーマの中から所定のテーマを
選択するとともに、静止画が格納されたフォルダを選択し、選択した前記所定のテーマに
紐付けられている曲をBGMとして、選択した前記フォルダに格納されている静止画が前記
所定のテーマに紐付けられている内容のエフェクトが施された形で連続して表示される動
画コンテンツを作成し、作成した前記動画コンテンツを、他の動画コンテンツとともに記
録し、記録している動画コンテンツに関する情報の一覧に表示させる、作成した前記動画
コンテンツに関する情報として、自動的に作成されたことを表すアイコンを含む情報を表
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示させるステップを含む。
【００１２】
　本発明の一側面においては、曲とエフェクトの内容が紐付けされた、動画コンテンツの
テーマが複数管理され、１日のうちの複数回ある所定のタイミングのうちの少なくともい
ずれかのタイミングにおいて複数のテーマの中から所定のテーマが選択されるとともに、
静止画が格納されたフォルダが選択される。また、選択された前記所定のテーマに紐付け
られている曲をBGMとして、選択された前記フォルダに格納されている静止画が前記所定
のテーマに紐付けられている内容のエフェクトが施された形で連続して表示される動画コ
ンテンツが作成され、作成された前記動画コンテンツが、他の動画コンテンツとともに記
録される。作成された前記動画コンテンツに関する情報として、自動的に作成されたこと
を表すアイコンを含む情報が表示される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の一側面によれば、動画コンテンツを自動的に作成したことをユーザに提示する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、明細書又は図面に記載
の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポー
トする実施の形態が、明細書又は図面に記載されていることを確認するためのものである
。従って、明細書又は図面中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する実施の
形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは、その
実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない。逆に
、実施の形態が発明に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのことは、
その実施の形態が、その構成要件以外には対応しないものであることを意味するものでも
ない。
【００１５】
　本発明の一側面の情報処理装置（例えば、図１の録画装置１）は、曲とエフェクトの内
容が紐付けされた、動画コンテンツのテーマを複数管理し、１日のうちの複数回ある所定
のタイミングのうちの少なくともいずれかのタイミングにおいて複数のテーマの中から所
定のテーマを選択するとともに、静止画が格納されたフォルダを選択する選択手段（例え
ば、図４の制御部３１）と、前記選択手段により選択された前記所定のテーマに紐付けら
れている曲をBGMとして、前記選択手段により選択された前記フォルダに格納されている
静止画が前記所定のテーマに紐付けられている内容のエフェクトが施された形で連続して
表示される動画コンテンツを作成する作成手段（例えば、図４のフォトムービー作成部３
２）と、前記作成手段により作成された前記動画コンテンツを、他の動画コンテンツとと
もに記録する記録手段（例えば、図４の動画コンテンツ管理部３３）と、前記記録手段に
記録されている動画コンテンツに関する情報の一覧に表示させる、前記作成手段により作
成された前記動画コンテンツに関する情報として、自動的に作成されたことを表すアイコ
ンを含む情報を表示させる表示制御手段（例えば、図４の表示制御部３４）とを備える。
【００１６】
　本発明の一側面の情報処理方法またはプログラムは、曲とエフェクトの内容が紐付けさ
れた、動画コンテンツのテーマを複数管理し、１日のうちの複数回ある所定のタイミング
のうちの少なくともいずれかのタイミングにおいて複数のテーマの中から所定のテーマを
選択するとともに、静止画が格納されたフォルダを選択し、選択した前記所定のテーマに
紐付けられている曲をBGMとして、選択した前記フォルダに格納されている静止画が前記
所定のテーマに紐付けられている内容のエフェクトが施された形で連続して表示される動
画コンテンツを作成し、作成した前記動画コンテンツを、他の動画コンテンツとともに記
録し、記録している動画コンテンツに関する情報の一覧に表示させる、作成した前記動画
コンテンツに関する情報として、自動的に作成されたことを表すアイコンを含む情報を表
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示させるステップ（例えば、図６のステップＳ１１）を含む。
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る録画装置１と、録画装置１とケーブルを介して接続
されるテレビジョン受像機２を示す図である。
【００１９】
　録画装置１は、デジタルテレビジョン放送などによって放送される番組を録画する機能
を有する。録画済みの番組のデータは、録画装置１が内蔵するハードディスクに記録され
る。
【００２０】
　また、録画装置１は、デジタルカメラなどで撮影された静止画をメモリカードなどを介
してハードディスクに取り込み、それをテレビジョン受像機２に表示させる機能を有する
。静止画の表示は、ユーザによって静止画ファイルが１つずつ選択されることに応じて行
われるだけでなく、各種のエフェクトを施した静止画を自動的に（ユーザの操作によらず
に）連続して表示させるスライドショー形式でも行われる。スライドショー形式での静止
画の表示時には、静止画の表示にあわせて所定の曲がBGMとして出力される。
【００２１】
　録画装置１においては、そのような、スライドショー形式での静止画の表示にあわせて
BGMの曲が出力されるようなコンテンツが作成され、録画済みの番組とともに動画コンテ
ンツとして管理される。以下、適宜、スライドショー形式での静止画の表示にあわせてBG
Mの曲が出力されるような動画コンテンツを「フォトムービー」という。
【００２２】
　フォトムービーは、所定の数の静止画が格納されたフォルダと、エフェクトの内容、曲
などが紐付けされたテーマに基づいて作成される。
【００２３】
　図２は、テーマの例を示す図である。
【００２４】
　録画装置１には、「ナチュラル」、「モノクローム」、「ビューティフルデイズ」など
の複数のテーマが用意されており、テーマ毎に、図２に示されるようなMP3(MPEG Audio L
ayer-3)ファイル、スライドショー間隔、エフェクトの内容が紐付けられている。
【００２５】
　MP3ファイルは、静止画の表示にあわせてBGMとして出力される曲のデータであり、スラ
イドショー間隔は、それぞれの静止画の表示間隔を表す。エフェクトは、それぞれの静止
画の表示タイミング、フェードイン／フェードアウトのタイミング、静止画の拡大／縮小
、回転、移動させながら表示する場合の移動方向などの、静止画に施す各種のエフェクト
の内容を表す。
【００２６】
　テーマ毎に異なるMP3ファイル、スライドショー間隔、エフェクトの内容が紐付けられ
ており、フォトムービーの元になる静止画が同じものであっても、選択されるテーマが異
なることにより、見せ方の異なる動画コンテンツが作成されることになる。
【００２７】
　フォトムービーの作成は、ハードディスクに取り込んだ静止画を格納するフォルダの一
覧の中から１つのフォルダを選択し、フォトムービーを作成することをユーザがリモート
コントローラなどを用いて指示したときに行われる。例えば、１つのフォルダを選択した
場合に表示されるメニューからフォトムービーを作成することをユーザが指示したとき、
テーマの一覧が表示され、一覧の中から１つのテーマを選択することに応じて、選択した
テーマと、先に選択したフォルダに格納されている静止画に基づいてフォトムービーが作
成される。
【００２８】



(6) JP 4183003 B2 2008.11.19

10

20

30

40

50

　具体的には、フォルダに格納されているそれぞれの静止画に対して、ユーザにより選択
されたテーマに紐付けられているエフェクトが施され、テーマに紐付けられているスライ
ドショー間隔に従って所定のタイミングで表示されるように静止画が並び替えられた後、
テーマに紐付けられている曲が付加されることによってフォトムービーが作成される。作
成されたフォトムービーはハードディスクに記録され、所定のタイミングで再生される。
【００２９】
　また、フォトムービーの作成は、電源がオフとされ、録画装置１の状態が待機状態にな
っている所定のタイミングにも開始される。
【００３０】
　午前２時と午前４時などの１日のうちの複数の時刻が録画装置１に設定されており、い
ずれかの時刻にフォトムービーを作成する条件が満たされている場合、録画装置１におい
ては、そのタイミングでハードディスクに記録されている静止画を用いてフォトムービー
が自動的に作成され、作成されたフォトムービーがハードディスクに記録される。例えば
、静止画を格納するフォルダと、テーマがランダムに選択され、選択されたフォルダとテ
ーマに基づいてフォトムービーが作成される。
【００３１】
　フォトムービーが自動的に作成されていることは、録画装置１を操作しているユーザに
提示される。後に詳述するように、タイトルや再生時間などの、動画コンテンツに関する
情報の一覧が表示される画面であるタイトルリストには、録画済みの番組を含めて、録画
装置１に記録されている全ての動画コンテンツに関する情報が表示されるが、このタイト
ルリストに表示される情報のうち、フォトムービーの情報が表示される欄には、フォトム
ービーのタイトルや再生時間の他に、自動的に作成されたフォトムービーであることを表
すアイコンなども表示される。
【００３２】
　すなわち、録画装置１がユーザによって使われていない夜中などにフォトムービーが毎
日自動的に作成され、次に使ったときに、フォトムービーが作成されていることがユーザ
に提示されることになる。ユーザは、再生を指示することによって、提示されたフォトム
ービーを見ることができる。
【００３３】
　これにより、録画装置１においてはサブ的な機能と考えられるフォトムービー作成機能
の存在、魅力をユーザに伝えることができ、ユーザが自主的にフォトムービー作成機能を
使ってみることのきっかけとすることができる。
【００３４】
　メーカ側で用意した静止画を用いてフォトムービーのサンプルを製品の製造時の段階で
用意しておくことによってもフォトムービー作成機能の存在などをユーザに伝えることが
できるが、メーカ側で用意した静止画を用いて作成されたフォトムービーよりも、ユーザ
が自分で撮影した静止画を用いて作成されたフォトムービーの方がユーザの興味をひくこ
とができる。
【００３５】
　例えば、「運動会」、「結婚式」といったように、録画装置１に静止画を取り込んだと
きにユーザがフォルダに設定したフォルダ名と同じ名前がフォトムービーのタイトルとし
て設定され、録画済みの番組のタイトルとともに並んでタイトルリストに表示されるよう
にすることにより、フォトムービーの再生をユーザが気軽に選択することのできる環境を
用意することができる。自分が設定したフォルダ名と同じ名前のフォトムービーが知らな
い間に自動的に用意されているとすれば、ユーザに驚きを与えることができ、つい再生す
るような気持ちにさせることが期待できる。
【００３６】
　以上のようにしてフォトムービーを作成し、再生する録画装置１の処理についてはフロ
ーチャートを参照して後述する。
【００３７】
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　図３は、録画装置１の構成例を示すブロック図である。
【００３８】
　CPU(Central Processing Unit)１１は、ROM(Read Only Memory)１２に記憶されている
プログラム、または、ハードディスク２０からRAM(Random Access Memory)１３にロード
されたプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM１３にはまた、CPU１１が各種の処
理を実行する上において必要なデータなどが適宜記憶される。
【００３９】
　CPU１１、ROM１２、およびRAM１３は、バス１４を介して相互に接続されている。この
バス１４にはまた、入出力インタフェース１５も接続されている。
【００４０】
　入出力インタフェース１５には、録画／再生部１７、入力部１８、出力部１９、ハード
ディスク２０、通信部２１、メモリカードI/F２２、ドライブ２４、およびUSB(Universal
 Serial Bus)ポート２６が接続されている。
【００４１】
　録画／再生部１７は、アンテナ１６からの信号に基づいて取得したテレビジョン番組の
データを例えばMPEG(Moving Picture Experts Group)2方式で圧縮し、圧縮して得られた
動画コンテンツを、入出力インタフェース１５を介してハードディスク２０に供給して記
録させる。
【００４２】
　また、録画／再生部１７は、ハードディスク２０に記録されている動画コンテンツを伸
張、再生し、テレビジョン番組の映像、フォトムービーの映像（静止画のスライドショー
）を出力部１９を介してテレビジョン受像機２から出力させる。録画／再生部１７は、番
組の音声、静止画の表示にあわせて出力される曲の再生なども行い、得られた音を出力部
１９を介してテレビジョン受像機２から出力させる。
【００４３】
　入力部１８は赤外線の受光部などよりなり、図示せぬリモートコントローラからの信号
を受信し、ユーザの操作内容を表す情報をCPU１１に出力する。
【００４４】
　出力部１９は、入出力インタフェース１５を介して供給されたデータに基づいて、映像
、音声をテレビジョン受像機２から出力させる。
【００４５】
　ハードディスク２０は、録画／再生部１７により得られた動画コンテンツ、ユーザによ
る操作に応じて作成された、または設定されたタイミングで自動的に作成されたフォトム
ービー、メモリカードI/F２２によりメモリカード２３から取り込まれた静止画、USBポー
ト２６によりデジタルカメラから取り込まれた静止画などを記録する。ハードディスク２
０には、フォトムービーの作成に用いられるテーマに紐付けられているMP3ファイルなど
も記録される。
【００４６】
　通信部２１は、ネットワークを介しての通信処理を行う。通信部２１により取得された
動画コンテンツがハードディスク２０に記録されるようにしてもよい。
【００４７】
　メモリカードI/F２２は、メモリカードスロットに装着されたメモリカード２３に記録
されている静止画のデータなどを読み出し、読み出したデータをハードディスク２０に記
録させる。
【００４８】
　ドライブ２４は、装着されたDVD(Digital Versatile Disc)などの光ディスク２５を駆
動させ、光ディスク２５に記録されているデータの読み出し、光ディスク２５に対するデ
ータの書き込みを行う。
【００４９】
　USBポート２６は、デジタルカメラなどの外部機器との間でUSBケーブルを介して通信を
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行い、取り込んだ静止画をハードディスク２０に記録させる。
【００５０】
　図４は、録画装置１の機能構成例を示すブロック図である。図４に示す機能部のうちの
少なくとも一部は、図３のCPU１１により所定のプログラムが実行されることによって実
現される。
【００５１】
　図４に示されるように、録画装置１においては制御部３１、フォトムービー作成部３２
、動画コンテンツ管理部３３、および表示制御部３４が実現される。
【００５２】
　制御部３１は、フォトムービー作成部３２によるフォトムービーの作成を制御する。例
えば、制御部３１は、フォルダとテーマがユーザにより選択されたとき、選択されたフォ
ルダに格納されている静止画と、選択されたテーマに紐付けられているMP3ファイルをハ
ードディスク２０から読み出し、読み出した静止画とMP3ファイルを、選択されたテーマ
に紐付けられているスライドショー間隔、エフェクトの内容を表す情報とともにフォトム
ービー作成部３２に出力する。
【００５３】
　また、制御部３１は、午前２時と午前４時などの所定の時刻になった場合、フォトムー
ビーの作成条件を満たしているか否かを判定し、満たしていると判定したとき、ランダム
に選択したフォルダに格納されている静止画と、同じくランダムに選択したテーマに紐付
けられているMP3ファイルをハードディスク２０から読み出して、フォトムービー作成部
３２にフォトムービーを作成させる。ランダムに選択されたテーマに紐付けられているス
ライドショー間隔、エフェクトの内容を表す情報も、静止画、MP3ファイルなどとともに
フォトムービー作成部３２に供給される。
【００５４】
　フォトムービーの作成条件としては、例えば、電源がオフとされ、録画装置１の状態が
待機状態にあること、フォトムービーを自動的に作成する機能がオンになっていること、
JPEG(Joint Photographic Expert Group)などの所定のフォーマットの静止画がハードデ
ィスク２０に記録されていること、録画予約に従って録画を実行していないこと、ハード
ディスク２０に空き容量が残っていること、などが設定されている。
【００５５】
　従って、電源がオンとなり、録画済みの番組の再生が行われているときや録画予約に従
って録画を実行しているときなどにフォトムービーが自動的に作成されることはない。当
然、電源が遮断されているときはフォトムービーの作成も含めていずれの動作も行われな
い。
【００５６】
　なお、録画装置１においては、１日に１つのフォトムービーだけが作成されるようにな
されている。制御部３１は、例えば上述したように午前２時と午前４時がフォトムービー
の作成時刻として設定されている場合、午前２時のタイミングでフォトムービーを既に作
成しているときには、同じ日の午前４時のタイミングではフォトムービーをフォトムービ
ー作成部３２に作成させない。
【００５７】
　フォトムービー作成部３２は、制御部３１から供給されたそれぞれの静止画に対して、
制御部３１から供給された情報によって表される内容のエフェクトを施し、所定のタイミ
ングで表示されるように静止画を並び替えた後、制御部３１から供給されたMP3ファイル
のデータを付加することによってフォトムービーを作成する。フォトムービー作成部３２
は、作成したフォトムービーを動画コンテンツ管理部３３に出力する。
【００５８】
　動画コンテンツ管理部３３は、ハードディスク２０に記録されている動画コンテンツを
管理する。動画コンテンツ管理部３３は、フォトムービー作成部３２から供給されたフォ
トムービーをハードディスク２０に記録させたり、ハードディスク２０に記録されている
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動画コンテンツの中から、ユーザにより選択された番組やフォトムービーを読み出し、読
み出した番組やフォトムービーを表示制御部３４に出力したりする。
【００５９】
　また、動画コンテンツ管理部３３は、タイトルリストを表示することが指示されたとき
、ハードディスク２０に記録されている動画コンテンツに関する情報を表示制御部３４に
出力する。表示制御部３４に供給される情報には、録画済みの番組のタイトル、録画日時
、再生時間や、フォトムービーのタイトル、作成日時、再生時間などの情報が含まれる。
【００６０】
　表示制御部３４は、動画コンテンツ管理部３３から供給された動画コンテンツを再生し
、再生して得られた映像や音声を出力部１９を介してテレビジョン受像機２から出力させ
る。また、表示制御部３４は、タイトルリストを表示するための情報が動画コンテンツ管
理部３３から供給されたとき、供給された情報に基づいて、タイトルリストをテレビジョ
ン受像機２に表示させる。
【００６１】
　次に、以上のような構成を有する録画装置１の処理について説明する。
【００６２】
　はじめに、図５のフローチャートを参照して、フォトムービーを作成する録画装置１の
処理について説明する。ここでは、ユーザによる操作に応じて作成するのではなく、夜中
などの所定のタイミングで自動的に作成する場合の処理について説明する。また、フォト
ムービーを自動的に作成する時刻として午前２時と午前４時が設定されているものとする
。
【００６３】
　ステップＳ１において、制御部３１は、現在時刻がフォトムービーの作成時刻である午
前２時、または午前４時になったか否かを判定し、作成時刻になったと判定するまで待機
する。
【００６４】
　ステップＳ１においてフォトムービーの作成時刻になったと判定した場合、ステップＳ
２において、制御部３１は、今日の分を作成済みであるか否かを判定する。
【００６５】
　制御部３１は、ステップＳ２において、今日の分を既に作成済みであると判定した場合
、ステップＳ１以降の処理を繰り返す。録画装置１においては１日に１つのフォトムービ
ーが作成されるから、例えば、午前２時のタイミングでフォトムービーが１つ既に作成さ
れている場合、同じ日の午前４時のタイミングでは、今日の分を既に作成済みであると判
定されることになる。
【００６６】
　一方、ステップＳ２において今日の分をまだ作成していないと判定した場合、ステップ
Ｓ３において、制御部３１は、フォトムービーの上述したような作成条件を満たしている
か否かを判定する。
【００６７】
　ステップＳ３において、制御部３１は、フォトムービーの作成条件を満たしていないと
判定した場合、ステップＳ１以降の処理を繰り返す。
【００６８】
　一方、ステップＳ３においてフォトムービーの作成条件を満たしていると判定した場合
、制御部３１は、ステップＳ４において、フォトムービーの作成に用いられるフォルダと
テーマを選択する。制御部３１により選択されたフォルダに格納されている静止画と、テ
ーマに紐付けられているMP3ファイルはハードディスク２０から読み出され、スライドシ
ョー間隔、エフェクトの内容を表す情報とともにフォトムービー作成部３２に出力される
。
【００６９】
　ステップＳ５において、フォトムービー作成部３２は、制御部３１から供給された情報
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に基づいてフォトムービーを作成し、作成したフォトムービーのタイトルとして、制御部
３１により選択されたフォルダに設定されているフォルダ名と同じ名前を設定する。フォ
トムービー作成部３２は、作成したフォトムービーを動画コンテンツ管理部３３に出力す
る。
【００７０】
　ステップＳ６において、動画コンテンツ管理部３３は、フォトムービー作成部３２によ
り作成されたフォトムービーをハードディスク２０に記録させ、処理を終了させる。
【００７１】
　例えば、録画装置１のハードディスク２０には、自動的に作成されたフォトムービーを
、ユーザによりプロテクトが設定されているフォトムービーを除いて３つだけ（３日分）
記録することができるようになされている。従って、動画コンテンツ管理部３３は、前の
日以前に作成された３日分の“自動作成”フォトムービーが既に記録されている場合、３
日分の“自動作成”フォトムービーのうちの最も古いフォトムービーに上書きする形で、
フォトムービー作成部３２により新たに作成されたフォトムービーを記録させる。
【００７２】
　次に、図６のフローチャートを参照して、フォトムービーを再生する録画装置１の処理
について説明する。
【００７３】
　この処理は、タイトルリストを表示することがユーザにより指示されたときに開始され
る。タイトルリストを表示することが指示されたとき、ハードディスク２０に記録されて
いる動画コンテンツに関する情報が動画コンテンツ管理部３３から表示制御部３４に供給
される。
【００７４】
　ステップＳ１１において、表示制御部３４は、動画コンテンツ管理部３３から供給され
た情報に基づいて、タイトルリストをテレビジョン受像機２に表示させる。
【００７５】
　図７は、タイトルリストの例を示す図である。
【００７６】
　図７の「番組Ａ」、「番組Ｂ」、「番組Ｃ」は、EPG(Electronic Program Guide)デー
タなどから取得された録画済みの番組のタイトルであり、それぞれの録画日時は「２００
６年１０月２０日　２０時３０分」、「２００６年１０月２５日　２１時００分」、「２
００６年１１月２日　０２時００分」とされている。「番組Ａ」、「番組Ｂ」、「番組Ｃ
」の再生時間は６０分とされている。
【００７７】
　また、「運動会」、「旅行」、「結婚式」、「誕生日」はフォトムービーのタイトルで
あり、カメラアイコン４１乃至４４は、その右側にタイトルが表示されている動画コンテ
ンツがフォトムービーであることを表す。
【００７８】
　「運動会」、「旅行」、「結婚式」、「誕生日」のフォトムービー（「運動会」、「旅
行」、「結婚式」、「誕生日」のタイトルが設定されているフォトムービー）のうち、「
運動会」、「旅行」、「結婚式」のフォトムービーに関する情報の右隣には、自動作成ア
イコン５１乃至５３が表示されている。自動作成アイコン５１乃至５３は、その左側に情
報が表示されているフォトムービーが、録画装置１により自動的に作成されたフォトムー
ビーであることを表す。
【００７９】
　すなわち、図７の例においては、「運動会」、「旅行」、「結婚式」のフォトムービー
は、録画装置１により自動的に作成された３日分のフォトムービーとされ、「誕生日」の
フォトムービーは、ユーザが、フォルダ、テーマを自ら選択することに応じて作成された
フォトムービーとされている。
【００８０】
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　自動作成アイコン５１乃至５３が表示されることにより、ユーザは、フォトムービーが
自動的に作成されていることを確認することができる。
【００８１】
　「運動会」のフォトムービーは「２００６年１１月２日　０４時００分」のタイミング
で自動的に作成されたフォトムービーとされている。２００６年１１月２日の午前２時の
タイミングでは「番組Ｃ」の録画が行われていたから、「運動会」のフォトムービーは、
午前２時と午前４時の作成時刻のうちの午前４時のタイミングで作成されている。
【００８２】
　「旅行」のフォトムービーは「２００６年１１月３日　０２時００分」のタイミングで
自動的に作成されたフォトムービーとされ、「結婚式」のフォトムービーは「２００６年
１１月４日　０２時００分」のタイミングで自動的に作成されたフォトムービーとされて
いる。
【００８３】
　「誕生日」のフォトムービーは「２００６年１１月５日　１７時００分」のタイミング
でユーザによる操作に応じて作成されたフォトムービーとされている。いずれのフォトム
ービーの再生時間も２分とされている。
【００８４】
　このようなフォトムービーがハードディスク２０に記録されている状態で、例えば、１
１月５日の分として１つのフォトムービーが自動的に作成されたとき、新たに作成された
１１月５日の分のフォトムービーは、前の日である１１月４日以前に自動的に作成された
３つのフォトムービーである「運動会」、「旅行」、「結婚式」のフォトムービーのうち
、最も古い、１１月２日に作成された「運動会」のフォトムービーに上書きする形で記録
される。
【００８５】
　また、例えば、「結婚式」のフォトムービーに対してプロテクトが設定された場合、図
８に示されるように、自動作成アイコン５３に替えて、プロテクトアイコン６１が表示さ
れる。これにより、「結婚式」のフォトムービーが上書きなどによって消去されることが
防止される。
【００８６】
　図８に示されるように、「結婚式」のフォトムービーに対してプロテクトが設定された
状態で１１月５日の分として１つのフォトムービーが自動的に作成されたとき、録画装置
１においてはプロテクトが設定されたフォトムービーを除いて、自動的に作成されたフォ
トムービーを３つだけ記録することが可能とされているから、新たに作成されたフォトム
ービーは、他のフォトムービーに上書きすることなく、そのまま記録される。
【００８７】
　図６の説明に戻り、ステップＳ１２において、表示制御部３４は、タイトルリストから
所定のフォトムービーがユーザにより選択され、再生が指示されたか否かを判定し、再生
が指示されたと判定するまでタイトルリストの表示を続ける。
【００８８】
　一方、ステップＳ１２においてフォトムービーの再生が指示されたと判定した場合、ス
テップＳ１３において、表示制御部３４は、ユーザにより選択されたフォトムービーを再
生し、映像と音声をテレビジョン受像機２から出力させる。フォトムービーの再生が指示
されたとき、指示されたフォトムービーが動画コンテンツ管理部３３によりハードディス
ク２０から読み出され、表示制御部３４に供給される。これにより、ユーザは、フォトム
ービーを見ることができる。
【００８９】
　以上においては、フォトムービーが自動的に作成されたことが自動作成アイコン５１乃
至５３によってタイトルリスト上でユーザに提示されるものとしたが、フォトムービーが
自動的に作成されたことを表す文字列が録画装置１の筐体に設けられる表示部に表示され
ることによって提示されるようにしてもよいし、LED(Light Emitting Diode)の発光によ
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って提示されるようにしてもよい。
【００９０】
　また、ユーザが録画装置１の電源をオンにした直後に、フォトムービーが自動的に作成
されていることを表すダイアログが表示されるようにしてもよいし、自動的に再生が開始
されるようにしてもよい。さらに、アイコンではなく、新たに自動的に作成されたフォト
ムービーに関する情報だけが、タイトルリスト上で強調表示されるようにしてもよい。
【００９１】
　また、以上においては、ハードディスク２０の容量の観点から、自動的に作成され、ハ
ードディスク２０に記録されるフォトムービーの数は３つであるものとしたが、それ以上
の数のフォトムービーがハードディスク２０に記録されるようにしてもよい。例えば、ハ
ードディスク２０に記録させることのできるフォトムービーの数をユーザが設定すること
ができるようにしてもよい。
【００９２】
　さらに、以上においては、フォトムービーの作成に用いられるフォルダとテーマがラン
ダムに選択されるものとしたが、ランダムに選択すること以外の、他のアルゴリズムに従
って選択されるようにしてもよい。例えば、フォトムービーの作成に用いられるフォルダ
に格納されている静止画の解析が行われ、静止画の色合い、人物が写っているか否か、撮
影時刻の情報などの解析結果に基づいて、静止画の内容に最適なテーマが選択され、フォ
トムービーが作成されるようにしてもよい。
【００９３】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウエア
により実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、
そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコン
ピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行する
ことが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からイ
ンストールされる。
【００９４】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプロ
グラムを格納するプログラム記録媒体は、図３に示すように、メモリカード２３や光ディ
スク２５などよりなるパッケージメディア、または、プログラムが一時的もしくは永続的
に格納されるROM１２やハードディスク２０などにより構成される。
【００９５】
　なお、本明細書において、プログラムを記述するステップは、記載された順序に沿って
時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的ある
いは個別に実行される処理をも含むものである。
【００９６】
　本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の一実施形態に係る録画装置と、録画装置とケーブルを介して接続される
テレビジョン受像機を示す図である。
【図２】テーマの例を示す図である。
【図３】録画装置の構成例を示すブロック図である。
【図４】録画装置の機能構成例を示すブロック図である。
【図５】録画装置のフォトムービー作成処理について説明するフローチャートである。
【図６】録画装置のフォトムービー再生処理について説明するフローチャートである。
【図７】タイトルリストの例を示す図である。
【図８】タイトルリストの他の例を示す図である。
【符号の説明】
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【００９８】
　１　録画装置，　２　テレビジョン受像機，　３１　制御部，　３２　フォトムービー
作成部，　３３　動画コンテンツ管理部，　３４　表示制御部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(15) JP 4183003 B2 2008.11.19

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－７９７０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３４０９８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１４８２８３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／７６－５／９５　　
              Ｇ１１Ｂ　　２７／００　　　　
              Ｇ１１Ｂ　　２７／３４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

